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   第 章１  総則 

 （目的） 

第１条 規程 岡崎市契約規則（この は、 平成22年岡崎市規則第２号。第４条 おに

いて「契約規則 いう。）第」と 55条 規定 基づき 市が締結し 工事若しの に 、 た く

製造そ 他 請負契約又 物件 買入 そ 他 契約 係 検査 実施は の の は の れ の の に る の に関

し必要な事項 定め もって検査 厳正かつを 、 の 的確な執行 図 目的を ることを とす

。る  

（検査 種類）の  

第２条 検査 種類 次 おり 。の は、 のと とする  

⑴ 完成検査 工事又 製造 完成は の 、物件 完納そ 他の の の給付 完了（以下の こ



条及び第６条の 第１号 おいてに 給付 完了 いう。） め「 の 」と の確認をするた

検査の  

⑵ 部分完成検査 給付 完了 おいて行う工事若し 製造 既済部分又の 前に くは の

物件 既納部分 来形等 め 検査は の の出 を確認するた の  

⑶ 手直し検査 修補 完了 検査の を確認する  

⑷ 中止等検査 契約 解除又 一時中止しよう 場合 おいて行う工事を は とする に

若し 製造 既済部分又 物件 既納部分 め 検査くは の は の を確認するた の  

⑸ 随時検査 給付 完了の 後に確認困難な場合又 資材若しは くは製品 品質の 確

保 め 必要 応じて行う検査のた に に  

   第２章 検査職員 

（検査職員 任命の ） 

第３条 検査職員 市長又 予算執行伺は、 は （予算執行伺が不要な き 支 負担と は 出

行為） 専決 権限 者（以下 専決権者等 いう。）がの の を有する 「 」と 、 条前 に規

定する検査 必要が生じ き 所属 職員 中から任命 も 。の たと に、 する の する のとする

だし 専決権者等が自ら検査 行う きた 、 を と 又 地方自治法施行令（昭和は 22年政

令第16号。以下 政令 いう。）第「 」と 167条の15第４項 規定 より検査 委託の に を

きすると 限り ない。は、この で  

２ 検査職員 次 各号 掲げ 契約金額 区分 応じ 当該各号 定め 職は、 の に る の に 、 に る

員 任命 も 。を する のとする  

⑴ 契約金額が100万円未満 もの の 主任主査以下 職員の  

⑵ 契約金額が5,000万円未満 もの の 主幹 副主幹又 相当 職、 はこれに する に

あ 者る  

⑶ 契約金額が5,000万円以上 もの の 課長又 相当 職 あ 者はこれに する に る  

３ 項前 規定 かかわらず 特別 技術 要 検査 あ き 同一 時期の に 、 の を する で ると 、 の

多数 検査が競合 きに の すると 、同項各号 掲げ 者 事故があ きそ 他同に る に ると の

項 規定 よ が困難 あ めら き 検査 厳正かつ的の に ること で ると認 れると は、 を 確に

行う が き めら 者 検査職員 任命 が き 。こと で ると認 れる を に すること で る  

４ 前３項 規定 かかの に わらず 工事 請負契約 検査職員、 の の は、土木建設部技術

管理課長が任命 もする のとする。 

５ 各項 規定 かかわらず 随時検査 ついて 監督職員が検査職員 職前 の に 、 に は、 の

務 行う が き 。を こと で る  

６ 各項 場合 おけ 検査職員 任命 口頭 行うも 。前 の に る の は、 で のとする  

（検査職員 服務）の  

第４条 検査職員 検査 実施 当 っては、 の に た は、政令第167条の15第２項、契約

規則そ 他 関係規程 基づき 厳正の の に 、 かつ公正 そ 職務 行わなけ ばならに の を れ

ない。 



（検査職員 職務執行 回避 申 等）の の の 出  

第５条 検査職員 検査 命じら 場合 おは、 を れた に いて 当該検、 査 係 契約 相に る の

手方 親族関係 あ きそ 他と に ると の 公正な検査 妨げ 事情があ め きを る ると認 ると

職務 執行 回避 べき旨は、 の を す を専決権者等 申し なけ ばならない。に 出 れ  

２ 専決権者等 検査職員から 項 規定 よ 申 があっ きは、 前 の に る 出 たと は、当該申

係 事情 調査し 必要な措置 講じなけ ばならない。出に る を 、 を れ  

   第３章 検査 実施の  

    第１節 通則 

（検査 依頼）の  

第６条 主管課長 次は、 の各号のいず か 該当 場合れ に する で、第３条第４項 規の

定 基づ 検査職員 任命 必要 きに く の を とすると は、直ちに書面 よりに 土木建設部

技術管理課長 検査に を依頼 も 。する のとする だし 契約業者管理シ ムた 、 ステ

（市が行う契約 関 事務 処理 情報シ ム いう。以下に する を する ステ を 条及びこの

次条 おいてに 同じ。） より検査に を依頼 場合する 当該依頼は、 契約業者管理を

シ ム 登録 もステ に する の 。とする  

⑴ 契約 相手方から給付 完了 届 があっ き。の の の 出 たと  

⑵ 契約の相手方から工事若し 製造 既済部分又 物件 既納部分 ついくは の は の に

て検査 申 があっ 場合 おいて そ 申 適当 め き。の 出 た に 、 の 出を と認 ると  

⑶ 号 掲げ も ほか 検査前２ に る のの 、 の実施 必要 き。を とすると  

（検査 通知の ） 

第７条 土木建設部技術管理課長は 条 規定 より検査 依頼があっ 場合、前 の に の た

は、速やか 検査 日時 定め 主管課長に の を 、 にそ 旨の を書面 より通知に もする の

。とする だし 契約業者管理シ ム より検査依頼があっ 場合た 、 ステ に た は、当該

日時 契約業者管理シ ム 登録 もを ステ に する の 。とする  

（検査の報告） 

第８条 検査職員 次は、 の各号のいず か 該当 場合 速やかれ に する は、 に専決権者

等 報告し そ 指示 受けなけ ばならない。に 、 の を れ  

⑴ 検査が きない き。で と  

⑵ 検査 際し 契約 相手方が検査職員 職務 執行 妨害し き。に 、 の の の を たと  

⑶ そ 他検査 実施 ついて疑義が生じ き。の の に たと  

    第２節 検査 立会いの  

（関係職員 立会い）の  

第９条 検査 次 各号 掲げ 契約 種類 区分 応じ 当該各号 定めは、 の に る の の に 、 に る

者 立会人 して行うも 。を と のとする だし 随時検査 ついて 立会人 要た 、 に は、 を

しないも 。のとする  

⑴ 工事又 製造そ 他は の ついてに の請負契約 係 検査 うち 監督職員が選に る の 、



任 てい 契約され る  当該監督職員 

⑵ 物件 買入 そ 他 契約 係 検査 うち 岡崎市物品管理規則（昭和の れ の の に る の 、

39年岡崎市規則第５号）第３条第１項 分類 属 物品 取得の に する の に係る契

約 

ア 契約金額が100万円以上 場合の  物品 納員出  

イ 契約金額が100万円未満 場合の  分任物品 納員出  

２ 検査職員 立会人 兼職 ついて 次 各号 掲げ 場合 区分 応じと の に は、 の に る の に 、

当該各号 定め おり 。に ると とする  

⑴ 項第１号前 場合の  検査職員 立会人 兼ね が きない。と は、 ること で  

⑵ 項第２号前 場合の  検査職員 立会人 兼ね が き 。と は、 ること で る  

（立会人 見 陳述）の意 の  

第10条 前条に規定する立会人 検査 実施 ついて 見 述べ が きは、 の に 意 を ること で

。る  

２ 項 場合 おいて前 の に 、立会人は 検査職員 見 一致しない き又 検査、 の意 と と は

実施 ついて疑義が生じ き そ 旨 所属長の に たと は、 の を に報告し そ 指示 受、 の を

けなけ ばならない。れ  

（検査 立会い等の ） 

第11条 検査 依頼し 主管課長 契約 相手方又 そ 代理人 あらかじめを た は、 の は の に

検査 日時及び場所 通知して立会い 求めなけ ばならない。の を を れ  

２ 項前 規定 よりの に 立会い 求め もかかわらずを たに 、契約 相手方又 そ 代の は の

理人が正当な理由がな 検査 立ち会わない き 欠席 まま検査 実施く に と は、 の を す

が き 。ること で る  

    第３節 工事等 請負契約 係の に る検査 実施の  

（検査 方法の ） 

第12条 検査職員 工事又 製造そ 他 目的物 ついて 契約書 仕様書は、 は の の に 、 、 、

設計書そ 他の の関係書類（当該関係書類 記載 べき事項 記録し 電磁的記に す を た

録 含む。）を 又はこ られ の写し より らに 、これ 書類の 適合しに た履行がなされ

てい かどうか 検査しなけ ばならない。る を れ  

    第４節 物件 買入 そ 他 契約 係 検査 実施の れ の の に る の  

（検査 方法の ） 

第13条 検査職員は、物件 買入 そ 他 契約 ついて 契約書 仕様書その れ の の に 、 、 の

他 関係書類の （当該関係書類 記載 べき事項 記録し 電磁的記録 含に す を た を

む。）又はこ られ 写し より らの に 、これ 書類の 適合しに た物件 納入の そ 他の の

契約 履行の がな てい かどうか 検査しなけ ばならない。され る を れ  

（検査 一部省略）の  

第14条 検査職員 政令第は、 167条の15第３項 規定 より 特約 より給付の に 、 に の



内容が担保 めら 物品 買入 契約 ついて 数量以外 もされると認 れる の れ に は、 の の

検査 省略 が き 。の を すること で る  

（抽 検査）出  

第15条 検査職員 納入 物品が多量 あ め そ 全部 検査は、 された で るた 、 の を するこ

が困難 あ 場合 おいて そ 種類及び規格が同一 あ き 納入と で る に 、 の で ると は、 さ

物品 一部 抽 して検査 より 全部 物品 合否 判定れた の を 出 することに 、 の の を する

が き 。こと で る  

    第５節 検査 完了の  

（検査調書 成）の作  

第16条 検査職員は、検査 完了し き 検査調書 成しなけ ばならなを たと は、 を作 れ

い。 

２ 検査職員 検査 結果 そ 給付が当該契約 内容 適合しないもは、 の 、 の の に のと認

め き そ 旨及び 必要な措置ると は、 の これに を 項前 の検査調書 記載してに 主管課

長 提 しなけ ばならない。に 出 れ  

（不合格品 引取り）の  

第17条 検査職員は、物件 買入 契約 係 検査 完了し き 合格品の れ に る を たと は、 と

不合格品 区別し 不合格品 契約 相手方 して直ち 引き取らせなけとを 、 は、 の を に

ばならない。れ  

（不合格品 場合 手直し等）の の  

第18条 検査職員 検査 より不合格 判定し 給付 目的物 ついては、 に と た の に 、手直

し又 引 え（は 換 以下 手直し等 いう。） せ 必要があ め き「 」と をさ る ると認 ると

履行期限ま 完了 見込みがあ 場合 除き 立会人 協議 上は、 でに する る を 、 と の で期

限 定めて契約 相手方 手直し等 せを の に をさ なけ ばならないれ 。 

（手直し等 検査）の後の  

第19条 検査職員 手直し検査 ついて 当該は、 に は、 手直し等 せをさ た部分 みの の

検査 より合格又 不合格 判定 が き 。に は の をすること で る  

（給付 瑕疵 おけの に る検査職員等 見 聴取）の意 の  

第20条 主管課長は、物件 買入 そ 他 契約 給付 目的物の れ の の で、 の にわずかの

瑕疵
か し

があ 場合る おいてに そ 重大な支障がない めら かつ 期、 の使用に と認 れ、 、

限そ 他 条件から手直し等が困難 めら め 相当 価格 減額 上の の と認 れるた 、 の を の

給付 受けようを と き あらかじめ検査職員 見すると は、 の意 を聴かなけ ばなられ

ない。 

    第６節 履行 検査 代え 契約の確認を に る  

（履行 範囲の確認の ） 

第21条 市が締結 契約 うち 画一的 検査 行うする の 、 に を こと よりに 検査 能率的の

な執行 妨げ おそ があ もを る れ る のについて 次条から第は、 24条ま 規定 よでの に



履行る の 行う より確認を ことに 検査職員、 の検査 代え が き 。に ること で る  

２ 項前 規定 よりの に 履行 検査 代えの確認を に る契約は、総務部契約課長が定め

る。 

（契約 履行 者）の 確認  

第22条 履行の確認 行う職員 指定 ついてを の に は、第３条 規定 準 。の を 用する こ

場合 おいて 同条の に 、 中 検査職員 あ 履行 者 読み替え「 」と るのは「 確認 」と る

も 。のとする  

 （履行 立会い）確認の  

第23条 履行 立会い及び 見 陳述 ついて 第９条及び第の確認の 意 の に は、 10条 規の

定 準 。を 用する 場合 おいて 第９条第２項及び第この に 、 10条第２項中 検査職「

員 あ 履行」と るのは「 確 者 読み替え も 。認 」と る のとする  

（契約履行 報告）の確認と  

第24条 履行 契約書若し 請書又 履行完了 届 書類等 よりの確認は、 くは は の 出 に 、

速やか 実施しなけ ばならない。に れ  

２ 履行 そ 契約 性質 応じて 写真 日誌そ 他 履行 しの確認は、 の の に 、 、 の の を確認

得 記録 監督職員 証言等 より行うも 。る 、 の に のとする  

３ 契約 履行の を し き確認 たと は、請求書等 表面余白 その に の年月日 補職名及、

び氏名 記載し 押印しなけ ばならない。を 、 れ  

   第４章 雑則 

 （委任） 

第25条 規程 定め も ほか 規程 施行 関し必要な事項この に る のの 、この の に は、当

該事務 所管 課長を する が定め 。る  

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ 規程この は、平成22年４月１日から施行 。する  

 （岡崎市工事施行規程 廃止）の  

２ 岡崎市工事施行規程（昭和35年岡崎市訓第１号） 廃止 。は、 する  

 

 


